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人 口 6619万人(2017年末)
首 都 バンコク(正式名称はクルンテープ・マハーナコン)
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通 貨 バーツ(1米ドル＝33.94バーツ，2017年平均)
会計年度 10月～9月
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2017年のタイ2017年のタイ

2017年憲法下の政党政治の抑制と
国家構造改革
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概 況
2014年5月クーデタで実権を握った国家平和秩序維持評議会(National Council

for Peace and Order: NCPO)の軍政統治が4年目を迎えるなか，2017年4月6日に
「仏暦2560年(西暦2017年)タイ王国憲法」(以下，2017年憲法と略)が公布・施行
された。2017年憲法成立後の政治的課題は，総選挙の実施時期，NCPOが次期政
権に及ぼす影響力，国家構造改革の行方などに絞られた。暫定政府は，年初から
2018年11月の総選挙実施を約束し，民政移管をにらんだ国民的和解への取り組み，
次期政権に引き継ぐ「20年国家戦略」計画の作成，憲法付属法10法案の審議・制
定の準備を進めた。しかし，2018年2月末になって選挙関連法案を期限内に成立
させられない見込みとなり，2019年2月以降に総選挙を延期した。政党側の選挙
準備は振り出しに戻り，数度にわたる延期で総選挙の行方そのものに疑問が付さ
れはじめた。
経済面では，2017年のマクロ経済が堅調に推移し，経済成長率の予測は9～12

月期以降，上方修正された。暫定政権は，政治的混乱から進まなかった経済政策
に着手し，新たな成長戦略の策定や運輸・交通インフラ整備，国内の格差・貧困
対策を進めている。とくに憲法に根拠をおく「20年国家戦略」の目玉として，東
部経済回廊(Eastern Economic Corridor: EEC)構想や経済の高付加価値化を進める
タイランド4.0構想が策定され始め，新たな成長戦略と貧困対策を二本柱に据え
た経済改革の方針が示された。運輸・交通インフラ計画の一部は契約・着工の段
階に入り，新たな成長路線の実現に期待が寄せられている。
外交面では，欧米諸国との懸案事項であった難民問題や違法漁業・人身取引問

題をめぐる国内法が整備され，欧州連合(EU)との関係改善が進んだ。2017年10
月にはトランプ大統領とプラユット首相の首脳会談も実現し，アメリカとの間に
も関係修復の兆しが見えてきた。アジア諸国との関係では，安全保障面で中国と

284



14_タイ.mcd  Page 3 18/05/15 18:47  v5.51

の接近が一層進み，高速鉄道整備事業など多分野で交流が深まった。また
ASEAN諸国との間でも，域内貿易・直接投資の推進に向けて，今後の協力の進
展が注目される。

国 内 政 治

2017年のタイでは，4月に憲政史上20番目となる2017年憲法が制定され，民政
移管に向かう最初の途筋がつけられた。
プラユット暫定政権は，政党法・選挙委員会法をはじめとする憲法付属法案

(表1参照)の審議が進むなか，2017年末まで，総選挙を2018年11月に実施すると
明言していた。ところが，2018年2月になっても10の憲法付属法のうち選挙実施
に必要な上院議員選任法案と下院議員選挙法案の審議を完了させられず，2018年
2月27日の閣議で，急遽，総選挙の延期を決めた。公約であった総選挙の時期が
延期され，総選挙に関わる今後の予定は不透明になった。
新憲法の施行後も，2014年クーデタ以来の言論統制や政治的集会の禁止は解か

れず，集会禁止令違反による住民や知識人の逮捕が続いた。これは，新憲法の経
過規定第265条により，総選挙による新内閣発足まで，2014年暫定憲法第44条の
NCPO議長の絶対的権限に関する定めが維持されること，また，第279条により
NCPO 布告7/2557号「5人以上の政治的集会の禁止」，NCPO 布告97/2557号
「NCPOに対する協力と公への情報配布の定め」，NCPO布告103号「社会対立や
分断を煽る行為の禁止」などの効力が，暫定政権の定めた他の法令とともに新憲
法制定後も維持されているためである。国内のメディア・政党・知識人は，次期
選挙の準備段階に入っても政治的自由が回復されない軍政の対応に批判を強めた。
とうとう NCPOは限定的ながら12月22日に一部の政党活動の自由を許可制で認
める措置をとったが，今後，選挙準備が活発化するにつれて，メディアや政党，
知識人が政治的自由を政権に求める動きが強まると予想される。

2017年憲法の成立と関連法の起草過程
2014年5月にタイ貢献党政権を追放した NCPOは，当初は民政復帰に向けた
恒久憲法の2015年中の制定と総選挙の早期実施を約束した。しかし，実際の新憲
法制定はクーデタから約3年後となり，民政復帰に向けたスケジュールは大幅に
ずれこんでいる。その背景には，①2015年9月に最初の草案が国家改革評議会
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(NRC)により否決され，憲法の起草過程をやり直したこと，②2016年10月の
ラーマ九世王崩御の影響などが挙げられるほか，政治的安定に向けた国内の条件
が回復されない情勢なども作用している。
2017年憲法には，民主的と言われた1997年憲法の選挙制度によって進展した，

2001年からの政党政治を不安定化要因とみなして抑制し，民政移行期を軍主導の
委員会や国の独立機関の監督下に置いて，政治的混乱の収拾に備える意図が反映
されている。実際，2017年憲法には従来の憲法に加えて，いくつかの新たな特徴
がみられる。このうち選挙や政治に関わる重要事項としては次のものがある。
① 第7章「国会」に関する規定を1997年憲法および2007年の憲法から大きく
変え，とくに上院議員200人全員(最初の上院議員のみ NCPOの助言により
国王が任命する250人。第269条)を任命制にしたこと(1997年憲法は上院議員
200人全員が民選，2007年憲法は上院議員150人の民選・任命が半々ずつ)。

② 下院議員外から非民選の首相を指名できるようにしたこと(1997年憲法お
よび2007年憲法では首相の資格として下院議員であることを要した)。

③ 選挙制度に MMA(Mixed Member Apportionment)方式を採用し，有権者が
選挙区の候補者だけを選び，その票から比例代表の結果も導く形式を取った
こと。

④ 選挙委員会には，選挙における不正行為の監督だけでなく被選挙権の停止
権限が与えられ，さらに政党を監督する権限も与えられたこと。

⑤ 「国家改革」に関する一章を単独に設け，政権には政治，国家行政，法律，
司法手続き，教育，経済，その他の分野における国家改革を義務づけたこと
(第257条，第258条)。内閣は策定される「国家戦略」に従って政策を遂行し，
国会にその進捗状況を報告する義務を負うこと(第270条)。

⑥ 国会が可決した法律案について，首相や議員が違憲審査を求めれば，憲法
裁判所がこれを審査し廃案にできること(第148条：ただし，同様の条項は
1997年と2007年の憲法にもある)。

⑦ 経過規定に政治的危機の解決方法を示し，総選挙から5年間は首相指名を
国会の両院合同会議によるものとし(第272条)，政党が提出する名簿から首
相を指名できない場合，非民選の首相を指名できること(第272条2項)。

このうち③のMMA方式の導入は，2001～2011年の総選挙で圧勝し続けたタッ
クシン派政党のように，単独で過半数票を獲得できる強力な政党の出現を阻止す
ることが目的と考えられている。この制度は，選挙区と比例区で個別に当選者を

2017年憲法下の政党政治の抑制と国家構造改革
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決めるのではなく，選挙区候補者への投票数を政党ごとに合算し，その割合に
従って政党議席数に割り当てるものである。政党は，選挙区で獲得した議席数か
ら算出された割合を超えて比例代表議員の当選枠を得ることができないため，大
きな政党が成立しにくい。また⑤では，現政権下の国家改革推進会議(National
Reform Steering Assembly: NRSA)が定めた国家改革目標を，民政移管後の次期政
権に引きつがせることが明記され，政策決定に関わる政府の裁量の余地を狭めて
いる。加えて，④⑥は政党の運営や議会による政権運営を軍や国の独立組織の管
理下におく仕組みであり，一連の憲法付属法案の起草においても(表1参照)，政
党法で議員候補者の予備選考制度を導入するなど，政党活動に大きな制約を課す
内容が盛り込まれている。
民政復帰後も政党政治を管理下におき，NCPOが定めた改革機構を存続させる
憲法に対して，法律家や政党政治家はプレーム政権期の「半分の民主主義」の復
活であるとして，批判を強めている。

2017年のタイ
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表1 2017年憲法付属法の起草・成立状況(2018年3月時点)

法案名 現状 憲法起草委員会
の草案提出

国家立法会議
(NLA)承認 官報公布

選挙委員会法 施行 4月7日 7月13日 2017年
9月13日

上院議員選任法 審議中 11月28日 (第一読会)
11月30日 未

下院議員選挙法 審議中 11月28日 (第一読会)
11月30日 未

政党法 施行 4月3日 8月3日 2017年
10月7日

国家人権委員会法 施行 2月27日 9月14日 2017年
12月12日

憲法裁判所訴訟法 施行 9月29日 11月23日 2018年
3月2日

政治職刑事裁判訴訟法 施行 5月29日 7月13日 2017年
9月28日

オンブズマン法 施行 4月24日 7月27日 2017年
12月27日

汚職不正防止抑制法 NLA
承認 10月31日 12月25日 未

国家会計検査法 施行 8月29日 10月19日 2018年
2月21日

(出所) 憲法制定委員会ウェブサイト，新聞から作成。
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新憲法の公布にあたり，マハー・ワチラロンコーン国王は1968年以来50年ぶり
に王宮で憲法発布式を行うことを提案し，チャックリー王朝記念日の4月6日，
王宮に閣僚や枢密院顧問，政府高官，外交官らを招いて，プラユット首相に署名
した新憲法を渡した。

「国民的和解」の不調とタックシン派政党への圧力
2017年1月，暫定政府は憲法の枠組みに従って総選挙の実施前に各方面との対

話を再開し，2006年クーデタ以来，タックシン派と反タックシン派に分断された
社会の対立を2017年内に収束させることを呼びかけた。具体的には，2017年2月
14日に第1回目「和解のための対話」を開催，3～4月に政党や市民団体，財界
や報道関係者等を招いて対話し，その内容をふまえて7月11日の「社会契約」
(Social Contract)の発表を行った。ところが，和解案としての「社会契約」の中
身に，「公正な選挙と国会を通じた政治対立の解決」「汚職の排除」「資源保全へ
の国民参加の保証」「国民生活の質改善の重視」などに加えて，現政権への支持
を意味する「国家改革への支持」「国家戦略に従い国を前進させることへの支持」
という項目が加わった。さらに「軍も当事者の1人として署名し，二度とクーデ
タを起こさないことを誓うべきである」とするタイ貢献党の主張も退けられたこ
とから，和解の当事者であるタイ貢献党・民主党は，軍主導の色彩が強い「社会
契約」案への署名を拒否し，総選挙前の「国民的和解」は事実上，物別れに終
わった。
他方，「和解」プロセスに並行して，政権はタックシン派政党幹部の資産に打

撃を与える圧力をかけ続け，逃亡中のタックシン元首相の SHINコーポレーショ
ン売却時の課税に関わる裁判やインラック前首相に籾米担保融資政策の損失補填
を命じる行政処分など，前政権関係者の訴追や課税措置を強化した。もっとも注
目を集めたのは，6月29日と8月25日に予定された籾米担保融資政策に関わる国
庫への損害賠償裁判とインラック前首相の職務怠慢の罪を問う裁判であった。前
首相は6月29日の法廷には出廷し，暫定政権による一方的措置の不当さを訴え，
一連の審判の公正さに疑義を呈した。ところが，8月25日の公判前(報道では23
日)にインラック前首相は国境からカンボジアを経由して国外逃亡し，25日の裁
判に欠席した。こうした事態からタイ貢献党は方向性を決める中心人物を失い，
現状ではタックシン派・反タックシン派をめぐる社会的対立も収束する見通しが
立たない状況にある。

2017年憲法下の政党政治の抑制と国家構造改革
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プラユット首相による国民への問い：選挙政治への懐疑
総選挙に向けて憲法関連法案の起草と審議が続くなか，プラユット首相は5月

26日と11月8日に恒例の国民向けのテレビ番組を通じて，選挙政治に関する4項
目と6項目の問いを国民に投げかけ，内務省と国内安全維持本部(ISOC)に国内
の意見を非公開で聴取するように命じた。
5月の4項目の質問は，(1)次の選挙で「よい統治」を行う政府は生まれるか，

(2)もし，よい政府が生まれないときはどうすればよいか，(3)国家戦略や国家開
発など国の将来を考慮せずに選挙のことばかり考えるのはよいことか，(4)悪い
政治家が選挙で勝利し，問題が再発したら誰がどのように解決するのか，につい
て国民に投げかけた。次の11月の6項目の質問も，軍の政治的立ち位置を探る質
問が含まれ，(1)次回選挙で新たな政党や政治家は必要か，(2)NCPOが特定の政
党と協力することはどうか，(3)現政権の施政で国に明るい未来は見えてきたか，
(4)過去の政府と現政権を比較することは正しいか，(5)選挙で選ばれた政権は効
率的に国の持続的開発を行えるか，(6)この時期，政党や政治家が NCPOや政府
を攻撃することは正当か，など軍の政治関与の是非を問う内容が入れ込まれた。
国内の各種メディアをはじめ民主党やタイ貢献党は，選挙政治に対するあから

さまな疑念や次期政権における軍の関与に含みを持たせた10の問いかけに抗議を
示した。この情勢をふまえて，政党側の駆け引きも活発化し，民主党の元党首ピ
チャイ・ラッタクンが5月28日にタイ貢献党を含む政党の大連合を呼びかけたほ
か，政権側のワンチャイ議員はタックシン派政党を除いた政党連合を提案した。
軍主導の政党を結成する可能性について，プラユット首相は過去の軍人政党が

成功しなかったことを理由に否定したものの，総選挙後の首相続投，または軍の
影響下にある人物を首相に推す可能性はさまざまな形でほのめかしている。しか
し暫定政権の足元にも不安要素が生じ，11月には労働相の突然の辞任や，汚職撲
滅を掲げた政権の幹部であるプラウィット副首相に資産隠し疑惑が浮上している。
総選挙に向けて，暫定政権の実績を示して権力を維持しようとする軍政と，民主
制への復帰を掲げる政党との間で，政治的正当性をめぐる駆け引きが激しくなる
ことが予想される。

急展開の国家構造改革：「非常大権」による産業育成と分配政策
プラユット首相は，汚職撲滅に続く政治・社会改革の優先課題として，国民生

活向上を目標に掲げ，憲法に定めた「国家戦略」計画(NESDB の計画名では

2017年のタイ

289



14_タイ.mcd  Page 8 18/05/15 18:47  v5.51

「20年国家戦略」)に基づく経済成長政策の策定に力を入れている。並行して前政
権の経済政策を担当したソムキット・チャトゥシーピタック副首相を主要なブレ
インに登用してタックシン時代とも連続する多数の分配政策を実施に移した。暫
定政権は，こうした改革によって正当性を主張し，次期政権に影響力を及ぼす意
図があるのではないかと指摘されている。
8月18日の定例の国民向けテレビ番組において，プラユット首相は20年後

(2036年)のタイ経済は，世界10位以内の国際競争力をつけ，1人当たり45万バー
ツの国民所得を目指すと抱負を述べた。タイ全土の生産性を向上させるため，現
暫定政権で交通・運輸インフラの整備に2兆3900億バーツの計画を始動させ，各
種の経済特区を設置し，産業育成と地域経済構造の転換に向けた経済改革を断行
すると決意を述べた(「経済」の項参照)。
2017年には，その改革を推進するため，2014年暫定憲法第44条を根拠とする

NCPO議長の「非常大権」を用いて NCPO議長令を頻繁に発動し，手続きの簡
素化やスピードアップを図る場面が見られた。とりわけ，政権が経済構造改革の
目玉事業として制度の整備を急ぐ EEC計画(「経済」の項参照)において，NCPO

議長による「非常大権」発動が目立った。年初の1月17日には，プラユット首相
が，EEC開発を加速するため NCPO議長令2/2560号により東部3県のチョンブ
リー県，ラヨーン県，チャチュンサオ県を特別経済区に定め，開発推進のための
各種委員会を設置した。5月26日には，EECにおける官民連携事業の手続き期
間の短縮措置を官報に公示し，10月25日には EEC地区の旧都市計画案を無効化
し，新案の都市計画を策定できるよう NCPO議長令47/2560号を発した。こうし
た「非常大権」の発動は，政権が進める改革政策の推進を円滑にしている反面，
開発拡大から影響をうける地域住民や環境影響を懸念する弁護士団体からは，
「憲法に定められた住民参加や環境影響評価などの法的手続きを無視している」
と反対の声も上がっている。
また2017年には，政権が約束した分配政策と貧困層の底上げ策が本格的に始動

した。農村人口や高齢者，貧困層への現金給付やカード配布，都市部の低コスト
住宅の整備，農村の情報インフラ整備，コメ・天然ゴムの生産農家を対象とする
政府調達など多岐にわたる配分政策が実施に移された。なかでも，2度にわたる
貧民登録を実施し，年間所得10万バーツ以下で低資産の国民1167万人を対象に配
布された国民福祉カードでは，対象となる国民が青旗と呼ばれる店舗で生活必需
品を購入する際に毎月200～300バーツの補助を得られるほか(所得3万バーツ未
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満の者は300バーツ，所得3万以上10万バーツ未満の者は200バーツ)，各種交通
機関ごとに500バーツの交通費補助も支給され，新たな分配政策として注目を集
めている。

プーミポン前国王の葬儀
2017年10月26日，前年10月に逝去したラーマ9世・プーミポン国王の火葬が執

り行われた。農村の貧困や干ばつ洪水対策，教育など国民生活に直結する取り組
みを率先して実践した前国王は，世界でも稀にみる70年の長い治世(1947～2016
年)を誇り，国民から「国父」と慕われてきた。王宮内に安置された前国王の棺
には，2016年10月29日から一般市民や各国要人が弔問を始め，2017年10月5日ま
でに延べ1273万9531人が国王に哀悼の意を示し，前国王への献金額は8億8955万
バーツに上ることが報告された。
政府の方針により，国葬の参列者には国内外の要人7500人が選定され，このほ

か王宮前広場に25万人近い人出があるなか，10月25日から29日まで5日間の日程
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で前国王の葬儀関連行事が盛大な規模で執り行われた。
前国王の火葬とともに，タイの開発時代と政治的安定の求心力となってきた

ラーマ9世王の時代(1947～2016年)が終焉を迎えた。今後，マハー・ワチラロン
コーン国王の戴冠式が時期をみて行われる予定である。

(船津)

経 済

堅調に推移するマクロ経済と成長戦略の転換
2017年のタイのマクロ経済は，9～12月期から堅調に成長軌道に乗り，成長の

好調さを印象づけた。2016年に引き続き，物品輸出を中心とする輸出や観光が堅
調に推移し，実質国内総生産の成長率が前年の3.3％から3.9％に上昇して，過去
5年間でもっとも高い値となった。タイ証券取引所(SET)によれば，2017年末の
SET指数は1753.71で前年末から13.7％上昇した。
生産面から実質国内総生産をみると，前年まで生産の減少が続いていた農業部

門は，洪水の影響はあったものの成長率が6.2％に上昇した。コメの生産および
輸出は堅調で，コメの輸出は1162万トンと前年と比べて17.4％増となった。一方，
非農業部門の成長率は3.7％であり，前年の3.8％から横ばいである。製造業の成
長率は2.5％となり前年の2.2％からやや上向いた。タイ工業連盟によれば，2017
年の自動車生産台数は，前年比2.28％増の198万8823台となった。観光関連とし
て宿泊・飲食サービス業(8.5％)が高い成長率を示したほか，運輸・情報通信も
6.3％となった。国内や海外からの観光客が順調に増加している。観光・スポー
ツ省によると，外国人観光客数は前年の8.8％増(353万8000人)で前年と同様の高
い伸び率を示した。
支出面から実質国内総生産をみると，民間消費支出は前年の3.5％を上回る
3.8％の成長率となった。農民所得が拡大したほか，観光などサービス支出が増
加したためと考えられる。一方，固定資本形成は，前年の3.4％から2.7％に成長
率が低下している。財・サービスの輸出は5.9％の成長率となり，前年の5.4％か
ら上昇した。このうち，物品輸出は前年の0.1％から9.7％へと上昇した。中国向
けの物品輸出は名目で19.4％の成長率と高い伸びを示したほか，台湾，韓国向け
の輸出も堅調であった。
その他の経済指標も比較的安定している。中央銀行(BOT)の金融政策委員会は
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政策金利を1.5％に据え置き，金融政策の大きな変化はなかった。消費者物価指
数の上昇率は0.7％となり，デフレを脱した前年の0.2％から上昇した。失業率は
1.2％と前年の1.0％から微増したが，依然として低い水準にある。
最低賃金は2013年から全国一律に1日300バーツとされていたが，2017年1月

1日から地域の状況に応じて5～10バーツ引き上げられたほか(バンコクは310
バーツ)，2017年中には職種別の技能基準賃金の引き上げが行われた。最低賃金
のさらなる引き上げも議論されたが最終合意は2018年1月にずれ込んだ。この改
定ではプーケット県，チョンブリー県，ラヨーン県の最低賃金がバンコク(325
バーツ)よりも高い330バーツに設定された(2018年4月1日施行)。物価上昇率が
低位にある現状では，賃上げにより短期的には可処分所得増加による経済への正
の影響が見込まれる。ただし，継続した賃金上昇圧力が与える長期的な影響につ
いては，今後も十分な注意が必要であろう。

少子高齢化と移民労働者問題
2016年10月に始まった第12次国家経済社会開発計画は，他の ASEAN諸国と比

べてもタイの経済成長率が低迷してきた背景に構造的な問題があることを指摘し，
少子高齢化に伴う労働力不足，技術革新の遅れなどから今後の生産性の向上がタ
イ経済の課題であると分析している。
実際，タイでは合計特殊出生率が1.5(2015年)まで低下するなど少子高齢化の

進行が速く，その対策として2017年にはいくつかの施策が実施された。たとえば，
高齢者雇用を奨励するため，歳入法典に基づく勅令により，60歳以上の高齢者を
雇用する法人にその経費の控除が認められた(3月3日施行)。また，労働保護法
改正(9月1日施行)では，定年退職を雇い止めとみなす旨の規定が設けられ，定
年退職者に対する手当の支給が義務づけられた。さらに，12月の高齢者法改正で
は，低所得高齢者(60歳以上，年収10万バーツ以下)に対する生活保護の財源とし
て，たばこ・酒類の物品税の2％を高齢者基金に組み入れることが定められた。
他方，子育て支援策として，子どもに対する手当の上限撤廃(従来は3人まで)や
税控除が導入された。
また，上記と関連して労働力不足の問題に直面するタイ経済は，移民労働者，

とくに近隣のミャンマー，ラオス，カンボジアからの労働者への依存を強めてお
り，2014年に成立した暫定政権は，必要な許可書類を持たない移民労働者の規制
強化・正規化を進めてきた。その背景には，安全保障上の理由のほか，人身取引，
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違法漁業など移民労働者に対する人権侵害への対処を求める国際的圧力(「対外関
係」の項参照)があり，就労許可のない移民労働者に対して暫定登録と国籍証明
を求める措置をとってきた。政府は，移民労働者の就労許可手続きの厳格化，移
民労働者の保護強化を目的に，外国人就労管理緊急勅令を制定した(6月23日施
行)。たとえば，許可なく就労した外国人に対して5年以下の懲役または2000
バーツから10万バーツの罰金を科すなどこの緊急勅令は厳しい規定を設けていた
ため，数万人規模の移民労働者が出国し，移民労働者が多く就労する農業・漁業，
中小企業などに混乱をもたらした。経済団体からの要請を受けて，NCPO議長令
33/2560号(7月5日制定，6月23日に遡及)により一部罰則規定の効力発生が
2018年1月1日に延期された。さらに，政府は，同法の影響を緩和するための法
改正を検討せざるを得なかった(改正法は2018年3月に制定)。労働省雇用局によ
れば，2017年12月において国籍証明を終えた者が約125万人，3カ国との覚書に
基づく労働者が58万人に達したが，政府は届け出を完了していない移民労働者が
十数万人いるとみている。

経済構造改革：「タイランド4.0」と国際競争力の強化
こうした構造的問題を打破するために，新憲法では国が「持続的な発展目標と

なる国家戦略を策定する」義務が定められ(第65条)，憲法に根拠をおく「国家戦
略」計画の策定が明記された。この「国家戦略」計画は，従来の国家経済社会開
発計画や国家予算計画，国家安全保障政策を統括する最上位の国家計画に定めら
れ，長期的な国家改革を主導する各種委員会も憲法上の位置づけを得た。
2016年10月に始まった第12次国家経済社会開発計画は，第11次国家経済社会開

発計画までの安定的経済の構築とタイの特性を生かした産業育成という目標から
転じて成長路線を強調し，生産性向上と国際競争力向上のための提言に力点を置
いている。具体的には，高付加価値を生む産業育成と投資奨励策ならびに政府に
よる運輸・交通インフラ整備を中核的な政策として，2021年9月までの5カ年で
年平均5％の経済成長率を実現し，1人当たり国民総所得を6000ドルから8200ド
ルに引き上げることにより，先進国入りを目指している。第12次国家経済社会開
発計画とも整合性を保って策定される「20年国家戦略」は，その詳細を公聴会な
どによって決めていくが，おおまかな政策の概要は国家社会経済開発庁
(NESDB)の第12次国家経済社会開発計画のウェブサイトに公表されている。
2017年には，「国家戦略」の核心部分となる「タイランド4.0」計画とこれを具体
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化した EEC計画とその政策が開示された。
「タイランド4.0」計画では，「20年国家戦略」の一環として，経済社会のデジ
タル化に即した新産業を外資の誘致政策も利用して育成することを目指し，国際
的競争力を強化する10業種の「ターゲット産業」を指定している。初期段階にお
いては，タイ経済の強みを発揮できる「次世代自動車，スマート・エレクトロニ
クス，医療健康ツーリズム，農業・バイオテクノロジー，未来食品」の5業種を
ターゲット産業に指定し，のちに「ロボット産業，航空・ロジスティックス，バ
イオ燃料とバイオ化学，デジタル産業，医療ハブとなる産業」の育成を目指す。
この「ターゲット産業」10業種については，2月8日にタイ投資委員会(BOI)が
ターゲット産業誘致のため，法人所得税の10年間免除と1～3年間の追加優遇策
を決定している。
これら「ターゲット産業」を定めた EEC計画の実施は，2016年6月24日の閣
議で決定され，同10月4日に EEC法令案が原則承認された。これは，東部臨海
工業地帯として過去30年にわたって産業集積地となってきた東部3県(チョンブ
リー県，ラヨーン県，チャチュンサオ県)を再開発し，産業のハイテク化や観光
地域との連結，空港を中心とする都市開発を一気に進める構想である。2017年1
月，政府は5年間で約1兆5000億バーツを EEC計画に投資する予定を公表し，
「ターゲット産業」の育成，観光の振興，政府主導のインフラ開発と3つの国際
空港(スワンナプーム，ドーンムアン，ウタパオ空港)や鉄道の連結を大きな柱と
する概要を示した。これに際して，産業育成に不可欠な国内外の民間投資を呼び
込むために，BOIは外国企業を含めた過去最大規模の税制優遇措置や物資の輸入
関税の免除等を発表した。新たな投資奨励措置では，以前のゾーン制に基づく恩
典付与から奨励業種や地区限定の恩典付与に変更され，EEC投資には法人所得
税を最長8年免除，特別産業への投資は法人所得税の最長15年免除という長期に
わたる優遇措置を設けた。さらに EECでの研究開発促進のため，人材育成や研
究に補助金を提供する国家競争力強化基金(100億バーツ)の設置も決められた(大
泉啓一郎[2017]『「タイランド4.0」とは何か(後編)』『環太平洋ビジネス情報
RIM』Vol.17, No.67, pp.99－115.より引用)。

分配政策と「プラチャーラット政策」
上記の国際競争力の強化策に加え，2017年度には，国内における所得格差の是

正と貧困対策が実施に移された。官民協力により草の根経済を支える「プラ
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チャーラット政策」(『アジア動向年報 2017』を参照)では，民間団体や企業の協
力を仰ぎながら，低所得者向け住宅購入プロジェクトや稲作農家への収穫助成金
の拠出が実現した。また政府が2016年に実施した貧民登録の2回目が2017年4～
5月に実施され，年間所得10万バーツ以下で低資産の国民1167万人を対象に国民
福祉カードが国から配布された。このカードをもつ国民の割合は総人口の17％を
超え，所得に応じて月々200～300バーツの買い物やガス代金割引，公共交通機関
の運賃支給を受けられるようになった。このほか子ども手当や高齢者手当の増額，
「1村落25万バーツ」事業による集落改善事業，中小企業向けの「官民協力によ
る中小企業開発基金」の融資など，多くの分配事業が2017年に実施され，暫定政
権が主導する分配政策の定着を印象づけた。

(船津・今泉)

対 外 関 係

2017年の外交政策において，プラユット政権は欧米諸国との関係改善と中国と
の二国間協力に本腰をいれ，いくつかの実務的な外交課題に解決策を見いだした。
欧米諸国が注視してきたタイ国内の政治活動抑制やメディア統制については，政
権の強硬路線が変わることはなかったものの，アメリカのトランプ大統領との首
脳会談が実現し，難民問題や人身取引・外国人労働者問題などに関する法整備を
進めることにより，民政復帰をにらんだ欧米・アジア諸国との関係改善に意欲的
な姿勢が示された。

欧米諸国・国際機関との関係改善：人身取引，違法漁業問題への対応
欧米諸国や国連機関は，2014年の軍クーデタ以降，タイ国内の難民の扱いや人

身取引問題，違法・無報告・無規制(Illegal, Unreported, Unregulated: IUU)漁業問
題，政治的自由の抑圧等に対して懸念を表明してきた。しかし，2016～2017年に
タイ側の取り組みが進み，北朝鮮情勢をめぐってタイからも協力を得る必要性が
浮上したことから，欧米諸国の側から外交関係修復に向けた働きかけが相次ぎ，
関係は正常化に一歩近づいた。
タイ政府は，国内に約10万人いるとされる難民の問題に対応するため，1月10

日の閣議で「不法移民と難民への対応に関するコミットメント」を決議し，難民
のスクリーニングを行う方針を発表した。国連難民高等弁務官事務所は，これを

2017年憲法下の政党政治の抑制と国家構造改革
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難民・不法移民の保護と合法化につながる措置として評価し，7月に決議の履行
を政府に促した。
また2014年クーデタ以来，軍による暫定政権との政治関係を停止してきた EU

は，注視していた人身取引問題に絡む違法漁業問題でタイ政府が違反者への罰金
引き上げ，操業許可取り消し措置をとったことを評価し，水産物禁輸措置(レッ
ドカード)の発動を避けた。さらに12月11日の EU外相会議で政治関係を停止す
る方針を変え，タイ・EU間の FTA交渉準備が再開される運びになった。
アメリカとの関係は，6月末まで米国務省「人身取引報告書」(TIP報告書)に

てタイが第2段階(要監視)扱いに留められるなど，上半期は膠着状態にあった。
しかし，北朝鮮情勢の緊迫化を受けて10月にトランプ大統領とプラユット首相の
会談が実現してから好転の兆しをみせた。12月には米通商代表部(USTR)が知的
財産権に対する対外制裁スペシャル301条監督国リストからタイを外すなど，関
係修復に向けた重要な転換期にある。
このほか，タイは2015年6月から国際民間航空機関(ICAO)により空港・航空

会社の安全管理体制に重大な懸念がある国に指定され，タイ航空業界は国際線の
新規就航・増便などの制限を受けてきた。政府は，航空会社に航空運送許可の再
取得を義務づけることで改革を促し，条件を満たさない航空会社に国際線の運行
を停止するなどの措置をとった。その結果，同指定も10月に解除された。

ASEAN諸国との関係緊密化
近隣の ASEAN諸国との関係は，2015年12月末の ASEAN経済共同体(AEC)の

発足後，経済統合や協力に向けた地ならしが続けられた。域内の経済関係が緊密
化するとともに，二国間の懸案事項にもいくつかの解決策がとられた。
とりわけ重要なのは，近隣のミャンマー，ラオス，カンボジアとの懸案事項で

あった不法労働者問題への対応策として，タイ政府が6月23日に外国人就労管理
の緊急勅令を施行したことである。とくにタイ国内に250万～500万人(うち正規
労働者は200万人)いると推計されるミャンマー人労働者について，7月7日に
ミャンマーとタイのそれぞれの労働省が移民労働協定を締結するなど，協力関係
が進展しつつある(「経済」の項を参照)。このほか，タイ・インドネシア・マ
レーシアの中央銀行が3カ国通貨の相互決済枠の運用を取り決め(12月11日)，9
月7日には，カンボジアで両国首相そろっての合同閣議を開催して二重課税防止
協定等を締結するなど，近隣諸国の関係緊密化を印象づけた。

2017年のタイ
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ASEAN(とくにベトナム)と中国の間でかねて係争状態になっている南シナ海
問題では，タイは2016年から中国寄りの意見を表明してきた。2017年にはフィリ
ピンも中国との融和に方針を切り替えたことから，今後，ASEAN加盟国間の意
思決定は，ASEAN議長を務めるシンガポールと各国間の協議によってその行方
が定められる。

深まる中国との協力関係
タイは，経済面で日タイ間の協力関係を維持し，安全保障面でも伝統的に特定

の国に偏らない全方位にわたるバランス外交を取り結んできた。しかし，オバマ
政権時代のアメリカが，タイへの武器売却等に制裁措置をとったことも手伝って，
近年はタイの軍事政権をいち早く承認した中国と，急接近ともいえる関係を築き
つつある。4月には閣議が中国製戦車10両の購入予算を承認し，海軍に中国製潜
水艦の購入を認めたほか，国防省がタイ国内に中国製武器の整備施設を建設する
方針を決めている。経済協力分野でもっともダイナミックな動きがあったのは，
タイ＝中国間の高速鉄道網整備計画である。バンコク＝ナコンラーチャシーマー
間の鉄道建設計画では，2016年からタイ・中国間の意思決定の迷走が報道されて
きたが，プラユット首相が2017年2月にタイ国鉄公社の人事を刷新し，6月15日
には NCPO議長令30/2560号を発動して契約・入札手続きの簡素化，中国人エン
ジニアの職業免許問題等を解決した。トップダウンで計画手続きのスピードアッ
プを図った結果，12月21日には，首相列席の下ようやく同計画の起工式にこぎつ
けた。
同時にタイは，軍事面で米軍との共同演習を続けており，北朝鮮情勢の緊迫に

際してアメリカや欧米諸国，日本に協力する姿勢をみせている。タイ・中国間の
軍事協力関係がより一層深化するなか，欧米諸国や日本との外交・経済関係をど
のように維持していくのか，タイのバランス外交の行方が注目される。

(船津)

2018年の課題
2018年5月，プラユット首相率いる軍政は5年目に入る。プラユット首相が国

民に選挙政治への疑念を問う動きをみせるなか，2018年2月末に総選挙の実施時
期が延期され，政党政治家側は，軍政の対応に不満を噴出させた。対するプラ
ユット首相は，汚職対策と国家構造改革に取り組む政権の姿勢を前面に打ち出し，

2017年憲法下の政党政治の抑制と国家構造改革
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長引く暫定政権の存在理由を国民に訴えかけた。国際社会から公約を履行できる
か否かが注視されるなか，2018年のタイでは，引き続き総選挙の時期，首相選任
をめぐる軍と既存政党との駆け引きが最大の焦点になるであろう。2006年9月
クーデタ以降，タックシン派と反タックシン派に分断され，政治的安定を欠いた
タイ社会で，どのように政治・経済の安定と民主政治の折り合いをつけていくか
という課題が待ち受けている。
経済面では，成長軌道に乗りつつある経済を失速させないよう，好調なサービ

スや物品輸出関連業の振興を図り，2017年にてこ入れした消費支出など景気動向
を確かなものにしていく必要がある。また運輸・交通インフラの整備計画も進み
はじめ，2018年は，景気浮揚に必要な材料がそろっている。ただし，暫定政権が
掲げる産業構造の高度化や民間投資の促進は，いずれも政府の調整能力が問われ
る課題であり，長期的政策としての有効性を見極める必要があろう。
外交面では，総選挙の延期による政治的な不透明性が，海外からのリスク算定

や投資に与える影響を見定めることが重要であろう。また安全保障と経済協力に
おいて急接近している中国との関係の行方も，アメリカ・日本・ASEAN諸国と
のバランスをとるうえで重要な外交課題として注目される。

(船津：新領域研究センター主任研究員)
(今泉：新領域研究センター上席主任調査研究員)

2017年のタイ
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重要日誌 タ イ 2017年
1月4日

▲

プラユット首相，民政移管にむけ
て行程表の変更はないと言明。
9日

▲

マハー・ワチラロンコーン国王，新
憲法案の摂政に関する一部条項修正について
枢密院を通じて提案。
10日

▲

閣議，不法移民と難民問題に関する
政府コミットメントを決議。
11日

▲

商務相，南部の洪水被害額を見積も
り，幹線道路の浸水19本，産業の損失約4万
3000事業者，推計1000億バー

ツ 規模と発表。
16日

▲

国民和解委員会プラウィット副首相，
集会制限を残したまま民政復帰の合意提案を
行う方針を説明。
17日

▲

プラユット首相，東部経済回廊
(EEC)開発について国家平和秩序維持評議会
(NCPO) 議長令2/2560号を発令。EEC政策
委員会，事務局ほかを設置。
25日

▲

世界176カ国の2016年腐敗認識指数，
タイは前年76位から101位に転落。

▲

財務省財政局，無所得者が対象の高齢者
手当を100バーツ 増額する予定を公表。
29日

▲
国家改革推進会議(NRSA)が提案し

た報道従事者法案について報道関係30団体が
反対声明を発表。
2月1日

▲

法務省，アメリカ・ロールスロイ
ス社によるタイ航空への不正工作疑惑につい
て調査を開始。
2日

▲

プラユット首相，国家和解準備委員
会の33人を指名。
6日

▲

アピサック財務相，国庫残高の低下
に関する財政悪化の懸念を否定。財源不足は
なく一時的な低下と説明。
8日

▲

国防省，2020年までに国内の不法移
民労働者を合法化し，労働者登録する方針を
発表。

▲

タイ投資委員会(BOI)，ターゲット産業

誘致のため，法人所得税の10年間免除と1～
3年間の追加優遇策を決定。
12日

▲

国王が第20代大僧正(仏教組織サン
ガの最高権威者)を任命。
13日

▲

商務相，大規模店舗の管理と零細商
店の保護・振興を目的に，小売・卸売業法案
の提出を提案。
14日

▲
「仏暦2560年ターゲット産業に対す

る国家競争力強化法」施行。
▲

プラウィット副首相主導の「和解のため
の対話」，第1回目開催。
15日

▲

BOI，バンコク・ムアントンタニで
「タイの機会：タイランド4.0への鍵」セミ
ナーを開催。首相がタイランド4.0構想を説
明。
16日

▲

軍・捜査当局，貯蓄組合資金の横領
疑惑がかかるタマチャヨー前住職の身柄確保
のため，パトゥムターニー県タマカーイ寺に
立ち入り，封鎖。
17日

▲

プラユット首相，憲法起草委員会
(CDC)が再修正した憲法を国王に奏上。
20日

▲

臨時閣議，50億バー
ツ 超の国の公共事業

に際して国際競争入札の実施を義務づけ。
3月3日

▲

歳入法典に基づく勅令施行。60歳
以上の高齢者雇用への経費控除を認める。
5日

▲

日本の天皇・皇后，プーミポン前国
王弔問のためタイを訪問(～6日)。
14日

▲

閣議，タックシン元首相の2006年
SHIN コーポレーション株式売却について，
160億バー

ツ の課税と督促を行う方針を決定。
18日

▲

会計検査委員会，政治家113人の税
金申告漏れに関する資料を国税局に提出。
20日

▲

プラウィット副首相，国民的和解案
を6月までに作成・公表する予定を報告。

▲

フィリピンのドゥテルテ大統領，タイ公
式訪問。21日に首脳会談，二国間協力覚書に
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署名調印(～22日)。
21日

▲

政府，物品税修正案を承認。
29日

▲

汚職・不正行為事件刑事裁判所，タ
イ観光協会元総裁チュタマート・シリワン氏
に禁錮刑50年，娘に44年の有罪判決。
4月5日

▲

改正道路交通法を施行。車両の搭
乗者全員にシートベルト着用を義務化。
6日

▲

マハー・ワチラロンコーン国王，新
憲法に署名。「仏暦2560年(西暦2017年)タイ
王国憲法」公布。
11日

▲

閣議，中国製戦車10両を購入するた
め20億バー

ツ の予算を承認。
14日

▲

ラーマ五世王騎馬像近くに埋められ
ていた立憲革命記念の人民党顕彰プレートの
消失について報道される。
24日

▲

国防省コンチープ報道官，国内に中
国製武器の整備施設を建設する方針を報告。
海軍の中国製潜水艦購入も承認。
25日

▲

NRSA メディア改革小委員会，報
道従事者法案修正を提案。
30日

▲

プラユット首相，アメリカのトラン
プ大統領と電話会談。北朝鮮の核ミサイル開
発問題等について話し合い。
5月1日

▲

NRSA，報道従事者法案を修正。
報道従事者を免許制にする項目等を取り下げ
て法案承認。
16日

▲

国立劇場前で爆弾事件。
22日

▲

ASEANプラス6の経済閣僚会議を
ベトナム・ハノイで開催(～24日)。

▲

プラモンクットグラオ陸軍病院で時限爆
弾による爆破事件。25人が負傷。
26日

▲

政府，暫定憲法第44条に基づき
EEC における官民連携事業の手続き期間の
短縮措置を官報に公示。

▲

プラユット首相，定例の国民向けテレビ
番組で，選挙政治についての4項目の問いを
国民に投げかけ。

28日

▲

民主党元党首ピチャイ・ラッタクン
氏，次回総選挙で軍に対抗するため，民主
党・タイ貢献党を含む主要4政党による連立
構想の訴え。
6月3日

▲

NRSA ワンチャイ議員，総選挙
にむけて軍政と反タックシン派政党の連立を
呼びかけ。
4日

▲

NCPO，国民的和解を推進する対話
について，結果の要約を報告。

▲
ソムキット副首相，日本訪問。日系企業

に EEC投資を呼びかけ。7日に安部首相と
会談(～8日)。
15日

▲

タイ・中国共同開発のバンコク＝ナ
コンラーチャシーマー高速鉄道計画の実施を
加速するため，NCPO議長令30/2560号を発
令。
22日

▲

国家立法会議(NLA)，「国家戦略
法」を可決。

▲

バンコク都バンナー地区チャロン・ポカ
パン・フーズ(CPF)工場の排水処理場で死者
5人の事故発生。同工場は26日から30日間の
操業停止。
23日

▲

外国人就労管理に関する緊急勅令施
行。雇用主に，外国人労働者の正規の労働許
可証取得と福利厚生提供を義務づけ。
27日

▲

アメリカ国務省，人身取引報告書発
表。

▲

プラユット首相，警察改革委員会の人選
の終了を報告。
29日

▲

インラック前首相，籾米担保融資政
策で生じた国庫への損害5000億バー

ツ をめぐる賠
償責任の最高裁公判に出廷。
7月5日

▲

NCPO議長令33/2560号発令。外
国人就労登録に関する罰則の開始日を延長。
6日

▲

エネルギー政策監督委員会，石化石
油ガス(LPG)小売価格の自由化を決定(8月
1日実施)。

タ イ
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7日

▲

ミャンマー労働省とタイ労働省，タ
イへの移民労働に関する協定を締結。
11日

▲

閣議，タイ＝中国間高速鉄道建設計
画のバンコク＝ナコンラーチャシーマー区間
について1兆7904億バー

ツ で実施する最終案を承
認。
12日

▲

政府，10年間の長期滞在ビザと医療
目的の入国ビザ延長を認める方針を発表。
13日

▲

NLA，憲法付属法である政治職刑
事訴訟法案と選挙委員会法案を可決。
17日

▲

政府，国民的和解案10項目を発表。
意見聴取のステージを設置(～20日)。
8月1日

▲

2017年憲法に基づく国家戦略法と
国家改革推進法，施行。
3日

▲

アメリカのティラーソン国務長官，
タイ公式訪問。

▲

NLA，憲法付属法である政党法案を修
正して可決。
8日

▲

内務省災害防止軽減局，7月5日～
8月7日の洪水被害について44県，約180万
人に及ぶことを報告。
11日

▲
香港特別行政区の林鄭月娥行政長官，

タイ公式訪問。
15日

▲
閣議，国家改革委員会を構成する11

分野の委員人事を承認。
▲

閣議，石油・ガス鉱区第21次入札のため，
生産物分与契約方式を導入したエネルギー省
令案を原則として認可。
18日

▲

プラユット首相，定例の国民向け番
組で，20年後のタイを世界10位以内の国際競
争力をもつ国にするとの目標を示す。
25日

▲

インラック前首相，籾米担保融資政
策における職務怠慢の罪を問う最高裁公判を
欠席。事前の国外逃亡が発覚。
9月1日

▲

改正労働保護法施行。定年退職と
定年退職者への手当支給を規定。
4日

▲

プラユット首相，BRICS 定例会議

出席のため訪中(厦門，～5日)。タイ＝中国
間高速鉄道事業の契約に調印し，10月着工を
確認。
7日

▲

プラユット首相，カンボジア公式訪
問。カンボジアのフン・セン首相と合同閣議
を開催。二重課税防止協定を締結。
11日

▲

日本の経済産業相と経済使節団，日
タイ修好130周年記念の一環でタイ訪問。
17日

▲
ドーン外相，第72回国連総会出席の

ため訪米(～24日)。
27日

▲

最高裁判所，籾米担保融資政策にお
ける不正を放置した罪で，逃亡中のインラッ
ク前首相に禁錮5年の実刑判決。
10月1日

▲

政府，国民福祉カードを導入し年
間所得10万バー

ツ 以下で低資産の国民1167万人に
配布。
2日

▲

プラユット首相，トランプ大統領と
の会談(3日)のため訪米(～4日)。
8日

▲

憲法付属法である政党法，施行。
9日

▲

運輸省，国際民間航空機関(ICAO)
による航空安全の懸念を示すレッドフラッグ
(2015年6月～)が解除されたことを報告。
16日

▲

タイ国コメ輸出業者協会，商務省の
要請により東北タイ稲作農家に1ライ当たり
200バーツ の収穫助成金拠出を発表。
25日

▲

プーミポン前国王の葬儀関連儀式始
まる(～29日)。26日に王宮前広場にて葬儀。
40カ国以上の元首，王族，外交団が参列。

▲

首相，EECの旧都市計画案を無効化し，
新案の策定を可能にするため NCPO 議長令
47/2560号を発令。
31日

▲

外務省，国外逃亡中の前インラック
首相のパスポートの失効を発表。

▲

世界銀行報告書，タイの中小企業投資に
対する利便性を評価し，タイのビジネス環境
を190カ国中26位に位置づけ。
11月1日

▲

シリチャイ労働大臣，首相の人事

2017年 重要日誌
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介入をきっかけに辞意表明。2日告示。
7日

▲

閣議，ASEAN・香港間の FTA協定
への署名を決定。
8日

▲

首相，選挙に関する新たな6項目の
問いを国民に投げかけ。

▲

首相・外相・商務相，第25回 APEC 会
議出席のため，ベトナム訪問(ダナン，～11
日)。

▲

中銀の金融政策委員会，政策金利を年
1.5％に据え置き。

▲

アユタヤ県でワゴン車転倒事故。日本人
観光客4人の死亡。
11日

▲

政府，景気刺激策として年末の
ショッピング減税を実施(～12月末)。
13日

▲

首相，第31回 ASEANサミット出席
のため，フィリピン訪問(マニラ，～14日)。
同日第9回メコン・日本サミットに出席。
19日

▲

閣議，中小企業の支援強化策として
2400億バー

ツ の長期低利融資の導入を決定。▲

タイ証券取引所(SET)株価指数，一時
1736.83ポイントまで上昇し24年ぶりの高値を記録。
24日

▲
第5次プラユット政権，発足。

27日
▲

ソンクラー石炭火力発電所建設に反
対する住民グループ，警官隊と衝突。政治集
会禁止令違反で16人が逮捕される。
28日

▲

ソンクラーでの移動閣議。南部開発
につながる運輸インフラ計画等を了承。
30日

▲

NLA，下院議員選挙法案と上院議
員選任法案を承認。

▲

プラユット首相，第5次プラユット政権
の新閣僚とともに国王前で宣誓式。
12月4日

▲

閣議，外国人就労管理に関する緊
急勅令の修正案(罰則の軽減)を原則了承し，
砂糖価格の自由化に関する法規を決定。
6日

▲

プラウィット副首相に資産虚偽報告
疑惑発生。官邸前のテレビ報道で300万バー

ツ 相
当の高級腕時計・ダイヤ指輪の着用を撮影さ

れ，国家汚職防止委員会が調査を開始。
11日

▲

タイ・インドネシア・マレーシアの
中銀，3カ国通貨の相互決済枠の運用開始
(2018年1月～)を発表。
12日

▲

外務省，11日の欧州連合(EU)外相
会議が決めたタイ・EU間の FTA交渉再開に
歓迎の意を表明。
14日

▲

日本の国土交通省，バンコク＝チェ
ンマイ間高速鉄道事業の最終報告書をタイ運
輸省に提出。

▲
アメリカ国務省の北朝鮮政策特別代表

ジョセフ・ユン氏，来訪。
15日

▲

外相，第3回メコン－ランツァン協
力外相会議に出席のため訪中(雲南)。

▲

アメリカ通商代表部(USTR)，知的財産
権に対する対外制裁スペシャル301条監督国
リストからタイを外すことを報告。
18日

▲

財務省，新たな土地・建物税の評価
基準となる公定地価を公表。

▲

BOI，EEC 特別経済区の対象業種を決
定。投資優遇策を適用。

▲

憲法擁護協会のシースワン代表，プラ
ウィット副首相の資産隠し疑惑で，副首相の
職務停止処分を要求。
21日

▲

タイ＝中国間高速鉄道計画，起工式。

▲

タイ電話公社(TOT)，2万4700村を含む
全国のナショナル・ブロードバンド・ネット
ワークの敷設工事の完了を報告。

▲

タイ観光公団(TAT)，今年の外国人観光
客数が3400万人を突破したことを報告。
22日

▲

首相，NCPOの許可を得た政党に部
分的活動の自由を認める NCPO 議長令を発
令。
28日

▲

タイ国新聞報道関係者協会，年次会
議を開催。2017年の政府によるメディア監視
を批判。

タ イ
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参考資料 タ イ 2017年
●໐1 国家機構図(2017年12月末現在)
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●໐2 閣僚名簿
閣僚 プラユット政権(2014年9月4日発足，2017年11月24日第5次改造)

氏 名
首相 Prayut Chan-o-cha (Gen.)
副首相 Prawit Wongsuwon (Gen.)

Wisanu Krue-ngam
Prachin Chantong (ACM)
Somkhit Chatusriphitak
Chatchai Sarikanlaya(Gen.)＊

タ イ
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首相府大臣 Suwaphan Tanyuwatthana
＊

同上 Kopsak Phutrakun
＊

国防大臣 Prawit Wongsuwon (Gen.)
副大臣 Chaichan Changmongkhon (Gen.)＊
財務大臣 Apisak Tantiworawong
副大臣 Wisut Sisuphan

外務大臣 Don Pramutwinai
副大臣 Wirasak Hutrakun

観光・スポーツ大臣 Wirasak Khowsurat
＊

社会開発・人間安全保障大臣 Anantapon Kanchanarat (Gen.)＊
農業・協同組合大臣 Kritsada Bunrat

＊

副大臣 Lak Watchananwat
＊

副大臣 Wiwat Salayakamthon
＊

運輸大臣 Akhom Toempittayapaisit
副大臣 Phairin Chuchotthawon

＊

天然資源・環境大臣 Surasak Kanchanarat (Gen.)
デジタル経済社会大臣 Phichet Durongkhawerot
エネルギー大臣 Siri Chiraphongphan

＊

商務大臣 Sonthirat Sonthichirawong
＊

副大臣 Chutima Bunyapraphat
＊

内務大臣 Anupong Paochinda (Gen.)
副大臣 Suthi Makbun

法務大臣 Prachin Chantong (ACM)＊
労働大臣 Adun Saengsingkaew(Pol.Gen.)＊
文化大臣 Vira Rotpotchanarat
科学技術大臣 Suwit Maesinci

＊

教育大臣 Tirakiat Chreonsettasin
副大臣 Udom Khachinthon

＊

副大臣 Surachet Chaiyawong
公衆衛生大臣 Piyasakon Sakonsatayadon
工業大臣 Uttom Sawonayon
副大臣 Somchai Hanhiran

＊

(注) ＊2017年11月24日に異動。カッコ内は軍・警察における階級。
(出所) 官報を参照。

●໐3 国軍人事
国軍最高司令官 Gen.Thanchaiyan Sisuwan (2017年10月1日)
陸軍司令官 Gen. Chaloemchai Sitthisat (2016年10月1日)
(第一管区司令官) Lt. Gen. Aphirat Khongsomphong (2016年10月1日)
海軍司令官 Adm. Narit Prathumsuwan (2017年10月1日)
空軍司令官 ACM. Chom Rungsawang (2016年10月1日)
国防次官 Gen. Thepphong Thippayachan (2017年10月1日)
国防副次官 Gen. Wisut Nangoen (2017年10月1日)

Adm. Chumphon Lumphikanon (2017年10月1日)
ACM. Surasak Thungthong (2017年10月1日)
Gen. Nat Intharacharoen (2017年10月1日)

●໐4 警察人事
警察長官 Pol. Gen. Chakthip Chaichinda (2015年10月1日)
首都圏警察本部長 Pol. Lt. Gen. Chanthep Sesawet (2017年8月30日)
(注) カッコ内は任命日。
(出所) 官報および警察ウェブサイト。
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主要統計 タ イ 2017年
1 基礎統計

2012 2013 2014 2015 2016 2017
人 口(100万人，年末) 64.5 64.8 65.1 65.7 65.9 66.2
労 働 人 口(同上) 39.4 39.4 38.6 38.5 38.3 38.1
消 費 者 物 価 上 昇 率(％) 3.0 2.2 1.9 -0.9 0.2 0.7
失 業 率(％) 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2
為替レート(1ドル＝バーツ) 31.08 30.73 32.48 34.25 35.30 33.94
(出所) タイ中央銀行(http://www.bot.or.th/)。

2 支出別国内総生産(名目価格) (単位：10億バーツ)
2012 2013 2014 2015 2016 2017

民 間 消 費 6,544.1 6,746.9 6,933.4 7,012.6 7,260.4 7,538.2
政 府 消 費 2,020.8 2,113.4 2,238.1 2,352.6 2,461.5 2,532.0
総 固 定 資 本 形 成 3,335.7 3,278.3 3,262.8 3,369.9 3,484.3 3,580.0
在 庫 増 減 127.3 267.8 -98.2 -304.6 -420.7 -50.6
財・サービス輸出 8,619.9 8,797.3 9,165.2 9,444.7 9,950.6 10,533.1
財・サービス輸入 8,492.4 8,432.5 8,270.4 7,861.7 7,804.7 8,441.0
国内総生産(支出側) 12,155.4 12,771.2 13,230.8 14,013.5 14,931.5 15,691.7
国内総生産(生産側) 12,357.3 12,915.2 13,230.3 13,747.0 14,533.5 15,450.1
海 外 純 要 素 所 得 -566.2 -825.5 -680.7 -709.0 -682.4 -672.2
国 民 総 所 得(GNI) 11,791.1 12,089.7 12,549.6 13,038.0 13,851.1 14,777.9
(注) 暫定値。
(出所) 国家経済社会開発委員会事務局(http://www.nesdb.go.th/)。

3 産業別国内総生産(実質 基準年=2002) (単位：10億バーツ)
2012 2013 2014 2015 2016 2017

農 業 656.0 660.6 658.7 617.4 602.3 639.9
鉱 業 237.7 242.8 238.9 244.6 247.0 235.9
製 造 業 2,596.2 2,645.6 2,647.2 2,691.2 2,753.0 2,822.7
電 力・ガ ス・水道 292.9 289.2 296.9 312.0 325.4 330.9
建 設 業 235.8 235.1 229.4 268.5 291.7 284.9
卸 売 ・ 小 売 業 1,322.5 1,333.8 1,325.4 1,388.4 1,462.7 1,555.2
宿泊・飲食サービス業 383.7 420.9 431.4 496.1 545.3 591.6
運輸・情報通信業 821.2 866.3 894.1 941.9 980.3 1,052.4
金 融 業 498.8 560.3 602.3 652.7 695.0 729.5
不 動 産 業 735.0 753.4 758.0 771.6 796.0 832.5
行 政 ・ 国 防 493.0 495.5 502.0 505.2 507.4 508.5
医療・教育・その他 663.5 687.0 705.6 720.1 743.6 765.3
国 内総生産(GDP) 8,902.8 9,142.1 9,232.1 9,510.9 9,823.1 10,206.5
ＧＤＰ成長率(％) 7.2 2.7 1.0 3.0 3.3 3.9
(注) いずれも暫定値。国家経済社会開発委員会事務局では2015年から過去すべての GDP統計を固定
基準年方式から連鎖方式に変更した。

(出所) 表2に同じ。
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4 国・地域別貿易 (単位：100万バーツ)
2014 2015 2016 2017

輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
日 本 697,589.6 1,154,512.9 675,543.2 1,064,179.7 718,354.8 1,088,576.5 754,855.2 1,097,380.6
ＮＡＦＴＡ 879,403.5 522,420.1 948,260.9 522,507.0 1,004,263.9 480,272.5 1,047,086.0 558,214.9
ア メ リ カ 767,832.4 474,102.7 811,346.3 472,025.9 858,391.6 427,366.4 897,666.0 510,741.3

Ｅ Ｕ1) 751,218.4 633,177.2 740,518.6 616,453.7 773,517.0 641,566.3 803,765.2 704,237.4
ド イ ツ 145,635.0 192,327.3 144,587.1 189,138.0 156,930.4 208,153.9 166,617.0 207,686.1
イ ギ リ ス 128,804.5 90,424.1 128,543.6 86,663.1 134,942.4 71,461.4 138,290.3 100,275.7

ＡＳＥＡＮ 1,908,927.3 1,333,912.4 1,858,983.0 1,308,137.5 1,920,462.2 1,296,041.1 2,018,893.4 1,421,661.1
シンガポール 335,487.0 256,211.3 294,436.1 242,928.4 288,800.3 230,991.1 281,078.2 272,046.3
マレーシア 410,241.5 414,464.3 342,825.7 406,033.2 337,477.2 382,818.4 350,151.7 402,994.5
ＣＬＭＶ1) 664,683.8 320,281.1 751,826.9 330,918.1 780,490.0 340,126.8 851,769.4 361,213.7

中 国 806,418.4 1,251,528.3 800,893.9 1,403,176.7 833,538.0 1,490,905.6 995,474.8 1,514,987.7
香 港 405,266.4 38,648.5 399,805.4 53,571.1 402,289.9 56,613.4 416,566.8 99,101.3
台 湾 128,984.6 245,004.8 118,877.9 256,486.6 118,230.6 252,529.2 134,939.7 278,750.2
韓 国 145,242.0 277,968.8 138,216.1 239,569.3 142,750.7 258,286.6 158,192.9 276,106.3
中 東 377,252.0 944,714.4 353,980.8 622,799.6 312,591.7 517,467.7 285,979.7 644,990.6
合 計 7,311,089.0 7,403,904.8 7,225,722.8 6,906,078.4 7,550,704.1 6,888,186.7 8,008,374.5 7,629,897.8
(注) 1)EUは28カ国の合計値(クロアチア含む)。CLMVはカンボジア，ラオス，ミャンマー，ベト
ナムの合計値。

(出所) 表1に同じ。

5 国際収支 (単位：100万ドル)
2012 2013 2014 2015 20161) 20171)

経 常 収 支 -1,698.4 -4,861.1 15,224.0 32,111.4 48,237.3 48,126.5
貿易・サービス収支 4,080.9 11,413.2 27,489.8 46,038.8 60,764.0 61,666.0
貿 易 30.1 39.6 17,201.4 26,798.3 36,539.4 31,865.7
輸 出 227,655.2 227,455.3 226,623.6 214,045.8 214,250.8 235,105.7
輸 入 227,625.1 227,415.8 209,422.3 187,247.5 177,711.4 203,240.0
サ ー ビ ス 4,050.9 11,373.6 10,288.4 19,240.5 24,224.6 29,808.2
輸 送 -15,836.2 -15,203.6 -13,340.7 -9,918.8 -9,339.0 -9,834.3
旅 行 27,607.7 35,298.3 31,347.1 37,204.1 39,720.2 47,883.7

第 一 次 所 得 収 支 -18,241.1 -26,900.9 -20,993.7 -20,622.2 -19,340.6 -20,973.2
第 二 次 所 得 収 支 12,461.8 10,626.6 8,727.8 6,694.8 6,813.9 7,425.9

資 本 移 転 等 収 支 234.4 281.2 100.3 0.1 12.7 -140.9
金 融 収 支 12,790.0 -2,488.0 -15,954.7 -16,799.2 -21,022.9 -18,228.4

直 接 投 資 -1,361.5 3,814.5 -766.3 3,936.5 -10,345.8 -11,647.9
証 券 投 資 3,398.3 -4,766.4 -12,012.8 -16,508.1 -2,797.6 -2,477.7
金 融 派 生 商 品 538.8 -341.1 965.8 903.3 303.3 116.2
そ の 他 投 資 10,214.5 -1,195.0 -4,141.3 -5,130.9 -8,182.8 -4,218.9

誤 差 脱 漏 -6,061.4 2,018.8 -579.8 -9,453.3 -14,382.7 -3,800.5
総 合 収 支 5,264.7 -5,049.1 -1,210.2 5,858.9 12,844.5 25,956.7
(注) 1)2016年，2017年は暫定値。
(出所) 表1に同じ。
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